
      

認
証
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
基
準
案
参
照
条
文 

 

○ 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
（
抄
） 

 

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
等
） 

第
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
利
用
者
か
ら
通
知
さ
れ
た
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
当
該
利
用
者
が
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
を
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
（
第
四
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
業
務
を
行
う
場
合
に
、
第
六
号
に

掲
げ
る
団
体
に
あ
っ
て
は
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
（
以
下

「
行
政
機
関
等
」
と
い
う
。
）
及
び
裁
判
所
に
対
す
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
に
必
要
な
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
提
供
を
求
め
る
旨
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

五 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項 

に
規
定
す
る
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
定
す
る
者 

 

六 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

 

○ 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
号
）
（
抄
） 

 

（
特
定
認
証
業
務
を
行
う
者
に
係
る
認
定
の
基
準
） 

第
八
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
認
証
業
務
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
認
証
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
が
行
う
特
定
認
証
業
務



が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

 
一
～
二 

（
略
） 

 

三 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
認
証
業
務
が
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

○ 

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
百
二
十
号
）
（
抄
） 

  

（
特
定
認
証
業
務
に
お
け
る
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
） 

第
二
十
六
条 

令
第
八
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

認
証
業
務
に
関
し
、
利
用
者
そ
の
他
の
者
が
認
定
申
請
者
が
行
う
特
定
認
証
業
務
と
他
の
業
務
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適

切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。 

 

八
～
十
六 

（
略
） 

 

○ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
） 

 

（
認
定
の
基
準
） 

第
六
条 

主
務
大
臣
は
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
認

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
～
二 

（
略
） 

 

三 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
に
係
る
業
務
が
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

○ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
百
二
十
号
）
（
抄
） 

 

（
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
） 

第
六
条 

法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 



 
一
～
六 

（
略
） 

七 

認
証
業
務
に
関
し
、
利
用
者
そ
の
他
の
者
が
認
定
認
証
業
務
と
他
の
業
務
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。 

八
～
十
七 

（
略
） 

 

○ 

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
認
証
業
務
の
認
定
に
係
る
指
針
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
告

示
第
二
号
）
（
抄
） 

 

（
特
定
認
証
業
務
に
係
る
電
子
署
名
の
基
準
） 

第
三
条 

規
則
第
二
条
の
基
準
を
満
た
す
電
子
署
名
の
方
式
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

Ｒ
Ｓ
Ａ
－
Ｐ
Ｓ
Ｓ
方
式
（
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
識
別
子 

一 

二 

八
四
〇 

一
一
三
五
四
九 

一 

一 

一
〇
）
で
あ
っ
て
、
ハ
ッ
シ
ュ
関

数
と
し
て
Ｓ
Ｈ
Ａ
－
１
（
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
識
別
子 

一 

三 

一
四 

三 

二 

二
六
）
、
Ｓ
Ｈ
Ａ
－
２
５
６
（
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
識
別
子 

二 

一
六 

八
四
〇 

一 

一
〇
一 

三 
四 

二 

一
）
、
Ｓ
Ｈ
Ａ
－
３
８
４
（
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
識
別
子 

二 

一
六 

八
四
〇 

一 

一
〇
一 

三 

四 

二 

二
）
又
は
Ｓ
Ｈ
Ａ
－
５
１
２
（
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
識
別
子 

二 

一
六 

八
四
〇 

一 

一
〇
一 

三 

四 

二 

三
）
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
モ
ジ
ュ
ラ
ス
と
な
る
合
成
数
が
千
二
十
四
ビ
ッ
ト
以
上
の
も
の 

三
～
四 

（
略
） 

  

（
認
定
認
証
業
務
と
他
の
業
務
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
十
条 

規
則
第
六
条
第
七
号
に
規
定
す
る
利
用
者
そ
の
他
の
者
が
認
定
認
証
業
務
と
他
の
業
務
を
誤
認
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な

措
置
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

発
行
者
署
名
検
証
符
号
に
係
る
電
子
証
明
書
の
値
を
Ｓ
Ｈ
Ａ
―
１
、
Ｓ
Ｈ
Ａ
―
２
５
６
、
Ｓ
Ｈ
Ａ
―
３
８
４
又
は
Ｓ
Ｈ
Ａ
―
５
１
２
の
う

ち
い
ず
れ
か
一
以
上
で
変
換
し
た
値
に
よ
っ
て
認
定
認
証
業
務
を
特
定
す
る
こ
と
。 


